
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 月１６日（火）１３：３０～１５：３０ 

会場：市民学習センター２０２号室 
 クラウドファンディング活用セミナー「クラウドファンディングから学ぶ共感を軸にした資金調達の極意」 

 助成金制度説明会 ７団体の助成金制度を紹介します！ 

 １５：４０～個別相談会（各１５分程度） 

申込締切：４月１１日（木） 

２０１９年 ４月発行 第６８号 ＮＰＯ市民活動団体情報誌 

市民活動支援センターの担当紹介 

今
年
度
か
ら
市
民
活
動
の
担
当
と
な
り
ま
し
た
。 

岡
﨑
由
莉
で
す
！ 

何
事
に
も
全
力
で
挑
戦
す
る
の
で
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。 

今
年
の
４
月
か
ら
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
に

配
属
に
な
り
ま
し
た
宮
﨑
明
日
香
で
す
！ 

皆
さ
ん
の
お
力
に
な
れ
る
よ
う
活
動
を
応
援
し

て
い
き
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

基礎からはじめる！ 

ＮＰＯ入門講座 

クラウドファンディング活用セミナー 

助成制度合同説明会 
お申込み・詳細はこちら！ 

フレフレしまね HP 

https://furefure-shimane.jp/ 

フレフレしまね 

２０１９年４月２５日（木） 
 １ ３ ： ３ ０ ～ １ ６ ： １ ５  

会 場 ： 市 民 学 習 セ ン タ ー ２ ０ ２ 

参 加 費 ： 無 料   定 員 ： ３ ０ 名 

申 込 締 切 ： ４ 月 １ ８ 日 （ 木 ） 

【お問合せ】 

公益財団法人 ふるさと島根定住財団 （TEL:０８５２－２８－０６９０） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜助成金情報＞ 
 

※各種助成金の詳細については、 

発信元のホームページをご覧ください。 

 お問合わせ 

みずほ教育福祉財団 第 36回 

「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」 
福祉 

高齢者を主な対象として活動するボランティアグループ、及び

地域共生社会の実現につながる活動を行っている高齢者中心

のボランティアグループに対し、活動において継続的に使用する

用具・機器類の取得資金を助成します。 

〔助成金額〕 上限１０万円 

〔申込締切〕 ５月２４日 

〔 〕 (公財)みずほ教育福祉財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕  

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市民活動団体 

配食用小型電気自動車寄贈事業 福祉 

高齢者を対象とした福祉活動を支援するため、高齢者向けに

配食サービスを行っている民間団体に対し、配食用小型電気

自動車（愛称：みずほ号）の寄贈を行います。 

〔助成金額〕 配食用小型電気自動車 1台 
全１０団体への寄贈を予定 

〔申込締切〕 ６月７日 

〔 〕 (公財)みずほ教育福祉財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕  

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市民活動団体 

ＮＰＯヒント 労務管理 ～「平成２６年度版 ＮＰＯ虎の巻」より抜粋～ 

新規に職員を雇用する際は、どのような事に気をつけなければなりませんか 

 

Ａ1．次の事項については、必ず書面の交付により明示しなければなりません。 

①労働契約の期間に関する事項 

②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

③終業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等 

④賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項 

⑤退職に関する事項 

【労働基準法第１５条第１項】 

 また、パートタイム労働者に対しては、上記の事項に加えて、次の事項も書面の交付による明

示が必要です。 

 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④相談窓口（氏名、役職など） 

【短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム労働法）第６条と第１６条】 

 

Ａ2．雇用保険は週所定労働時間が２０時間以上かつ３１日以上の雇用の見込み、社会保険は正

社員の所定労働時間の４分の 3 以上かつ所定労働日数の４分の３以上で加入が必要です。 


